
◎佐賀県条例第12号

佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例の一部を改正する条例
、、

佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへ
、
き
、
地手当支給条例（昭和27年佐賀県条例第39号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

附 則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。

改正前 改正後

（教員特殊業務手当）

第８条 略

２ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次の各号に

掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)・(2) 略

(3) 前項第２号及び第３号の業務 4,250円

(4) 前項第４号の業務 3,000円以内で人事委員会規則で定める

額

(5) 略

（教員特殊業務手当）

第８条 略

２ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次の各号に

掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)・(2) 略

(3) 前項第２号及び第３号の業務 5,100円

(4) 前項第４号の業務 3,600円以内で人事委員会規則で定める

額

(5) 略
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